
 

 

 

第３１号議案  

   足立区立保育所の指定管理者の指定について  

 上記の議案を提出する。  

  令和８年２月１９日  

            提出者  足立区長   近  藤  弥  生  

 

   足立区立保育所の指定管理者の指定について  

 足立区立保育所の指定管理者を下記のとおり指定する。  

               記   

施設の名称  指定管理者  指定の期間  

足立区立  

青井保育園  

東京都足立区梅田七丁目１

９番２３号  

社会福祉法人からしだね  

理事長  春見  静子  

令和９年４月１日から  

令和１９年３月３１日  

足立区立  

五反野保育園  

東京都港区港南一丁目２番

７０号  品川シーズンテラ

ス５Ｆ  

株式会社日本保育サービス  

代表取締役  坂井  徹  

令和９年４月１日から  

令和１４年３月３１日  

 

（提案理由）  

足立区立保育所の指定管理者を指定する必要があるので、地方自治法

第２４４条の２第６項の規定に基づき、この案を提出いたします。  


